
 

 

令 和 ４ 年 ９ 月 ２ ４ 日  

第七管区海上保安本部  

 

 

 

 ネコの「目」借りてでも見張り徹底  

～命を守る「秋季安全推進活動」を実施します。～ 

 

  

 

 

 

１ 秋季安全推進活動 

期間：１０月１日（土）から１０月３１日（月）までの間 

目的：同時期に実施される「全国漁船安全操業推進月間」（幹事（一 

社）大日本水産会）に併せ、気象海象が厳しくなる冬季を前に沿岸

域を操業の場とする小型漁船船長をはじめとした漁業関係者に対

して安全指導を集中し実施することで、海難防止思想の普及・高揚

を図り、漁船海難の防止を目的としています。 

 

２ 重点事項 

 漁船海難の傾向を踏まえ、期間中、新型コロナウイルス感染症対策の

実施にも十分留意したうえで安全啓発活動を実施していくこととし、管

内所在の漁業協同組合のみならず、海事関係機関・団体等と連携し、漁船

の海難原因では見張り不十分が最も多い現状を踏まえ 

常時適切な見張りの徹底 

を重点事項として安全指導・啓発活動を実施します。 
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【問合せ先】 

第七管区海上保安本部  

交通部 安全対策課長 

古場 芳樹 

TEL 093-321-2931(内線2640) 

 

 
 

第七管区海上保安本部では、気象海象が厳しくなる冬季を前に漁船海難

の防止を目的とした「秋季安全推進活動」を推進していきます。 



３ 見張りの徹底 

第七管区海上保安本部管内の平成２４年から令和３年までの１０年間

における漁船海難は１１４５隻で、海難の種類別では衝突・乗揚が約半

数の５９５隻（５２％）となっています。 

衝突・乗揚海難（５９５隻）のうち、３７１隻（６２％）が見張り不十

分で、さらにそのうちの２４５隻は「周囲を見ていない」つまり、全く見

張りを行っていない状況での事故となっています。 

また、令和４年は８月３１日までに５３隻の漁船海難が発生しており、

そのうち衝突・乗揚が２５隻と昨年の同時期より１１隻の減少（昨年３

６隻）と減少傾向ではありますが、漁船海難の約半数を占めています。 

２５隻の衝突・乗揚の原因をみると、そのうちの１６隻（６４％）が見

張り不十分によるものでした。 

漁船の衝突事故の防止のため、基本的事項である見張りの徹底につい

て安全指導を実施していきます。 
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衝突・乗揚 

595隻，52% 

漁船海難種類別 

（過去１０年） 

１１４５隻 

漁船 

衝突・乗揚原因別 

（過去１０年） 

５９５隻 

漁船の見張り不十分 

が原因の衝突・乗揚初認状

況別（過去１０年） 

３７１隻 

見張り不十分 

371隻，62% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

第七管区海上保安部管内の詳しい海難・人身事故統計はこちらから 

URL:https://www.kaiho.mlit.go.jp/07kanku/gyoumu/kaiko/anzentaisaku/kainan/ 
kainannogenkyoutotaisaku.pdf 
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漁船同士の衝突事故 ～基本的な見張りの徹底を！～ 



【期間：令和４年１０月１日～１０月３１日】


